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切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

各
種
相
談

子
育
て
関
係

【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕 

10
月
22
日
（
金
）

　
　
　 

11
月
10
日
（
水
）

両
日
と
も
午
前
10
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
30
分

　
18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
も
出
来
ま
す
。
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で
直
接

お
話
し
を
聞
く
以
外
に
、
電
話

相
談
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
誰

に
話
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
こ

に
相
談
し
た
ら
い
い
の
か
、
心

配
ご
と
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る

【
健
康
相
談
】

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

保
健
師
に
よ
る
「
健
康
相
談
」

を
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７ 

【
人
権
身
の
上
・

　
 
 
    

行
政
相
談
】

〔
日
時
〕
10
月
14
日
（
木
）

　
　
　 

11
月
11
日
（
木
）

　
両
日
と
も
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

【
相
続
・
成
年
後
見
相
談
】

（
司
法
書
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　法
律
相
談
）

〔
日
時
〕
11
月
27
日
（
土
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

＊
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

直
接
会
場
へ

＊
い
ず
れ
も
会
場
は
、
福
祉
会

館
会
議
室

方
、
ま
ず
は
一
度
、
お
電
話
く

だ
さ
い
。

＊
な
お
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
常
時
、
相
談
員

に
よ
る
相
談
も
行
っ
て
い
ま

す
。
一
人
で
不
安
や
悩
み
を
抱

え
込
ま
ず
、
お
気
軽
に
お
話
し

に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　

　
　
　
　
　☎
85-

２
６
１
１

　
高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。

　
新
し
い
こ
と
が
覚
え
に
く

い
。
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

難
し
い
。
同
じ
ミ
ス
を
繰
り
返

す
。
家
事
や
仕
事
を
上
手
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ

た
症
状
が
現
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち
着

き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面
化

し
ま
す
。
「
も
し
か
し
た
ら
高

次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と
不

安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が
よ

り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た
め

に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
、
電
話
・
面
接
・
家

庭
訪
問
に
て
お
受
け
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
前
日
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

各 

種 

相 

談

高
次
脳
機
能

障
害
相
談
窓
口

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健

課
　
　
　
　
☎
83-

２
７
７
７

ご
存
知
で
す
か
「
行
政
相
談
週
間
」

　
10
月
18
日
（
月
）
か
ら
24
日

（
日
）
は
「
行
政
相
談
週
間
」

で
す
。
こ
の
週
間
は
、
行
政
相

談
（
委
員
）
制
度
を
周
知
し
、

広
く
国
民
の
み
な
さ
ん
に
こ
の

制
度
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
設
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　
総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務

所
で
は
、
行
政
に
関
す
る
苦

情
・
要
望
な
ど
を
受
付
け
て
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
ざ
い
。

【
相
談
先
】

○
「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」（
総

務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
き
く

み
み
東
京
）

☎
０
５
７
０
（
０
９
０
）
１
１
０

Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
の
場
合

☎
０
３
（
３
３
６
３
）
１
１
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ

０
３
（
５
３
３
１
）
１
７
６
１

東
京
総
合
行
政
相
談
所
（
西
武

池
袋
本
店
７
階
）

☎
０
３
（
３
９
８
７
）
０
２
２
９

子ども・子育て支援推進事業
　１１月は、子ども・子育て支援推進事業の前

期分の支払い月です。

　税金の滞納をしていないことなど、交付要件

を満たしていないと助成を受けることができま

せん。納め忘れがないようご注意ください。

　また、請求書の提出が必要な事業があります

ので、ご確認ください。

＊請求書の提出は１０月１２日（火）まで

児童手当・児童育成手当

　１０月は、各手当の６月分から９月分の支払

い月です。

　１０月１５日（金）に指定の口座へ振り込み

ますので、ご確認ください。

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１
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